
１．まずは転出予定先の自治体へ以下をご確認ください。

２．以下のチェックリストを確認のうえ、必要書類を準備してください。

（１） 入園希望月の申込締切日（申込先自治体）を確認してください。 □

（２） 必要書類について、不足がないかご確認ください。

① □

② □

３．以下の方法で世田谷区へお申し込みください。

世田谷総合支所　子ども家庭支援課 〒 154-8504 世田谷区世田谷4-22-33　区役所第2庁舎3階

北　沢総合支所　子ども家庭支援課 〒 155-8666 世田谷区北沢2-8-18　北沢タウンホール9階

玉　川総合支所　子ども家庭支援課 〒 158-8503 世田谷区等々力3-4-1　玉川総合支所3階

　砧　総合支所　子ども家庭支援課 〒 157-8501 世田谷区成城6-2-1　砧総合支所2階

烏　山総合支所　子ども家庭支援課 〒 157-8555 世田谷区南烏山6-22-14　烏山総合支所３階烏　山地域管内

世田谷区様式の保育所等入園（転園）申込書兼教育・保育給付認定申請書（２号・３号用）

窓口提出先

　砧　地域管内

世田谷地域管内

北　沢地域管内

玉　川地域管内

※世田谷区の事務手続き上必要な書類になりますので、お手数ですがご提出をお願いします。

転出予定先の自治体で必要な申込書類一式

（１）入園申込ができるか確認

しましたか？

（２）申込締切日を確認しまし

たか？（世田谷区の締切日とは

異なります。）

現在世田谷区にお住まいで、世田谷区外の保育園へ申込みされる方

いいえ

は

い

は

い

チェック

（３）申込みに必要な書類は確認

しましたか？

（世田谷区の必要書類とは異なり

ます。）

（１）申込みされるお子さまのクラス年齢や入園希望月によっては、申込みを受

け付けてもらえない場合があります。各自治体によって取扱いが異なりますので、

必ず事前にご確認ください。

（２）申込締切日は各自治体により異なりますので、必ず事前に転出予定先へご

確認ください。

なお、申込書類の提出先は世田谷区です。申込締切日の一週間前までには窓口で

お手続きください。

（３）申込みの際に必要な書類は各自治体により異なりますので、必ず事前に転

出予定先へご確認ください。書類不足や記入不備等により入園申込みを受け付け

られなかった場合も、当区は責任を負いかねます。

窓口へ書類を持参して手続きを行う

お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課

の窓口に持参してください。

転出予定先締切日の一週間前までには窓口で

お手続きいただきますようお願いします。

申込みの際は、本票もご提出ください。

いいえ

いいえ


